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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１２月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２６年７月２０日 １６時１５分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島町久賀
く か

港  

 久賀港天満沖防波堤西灯台から真方位２８８°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３２°１５.１′） 

事故の概要 水上オートバイMINATO
ミ ナ ト

は、浮体をえい
．．

航して南西進中、浮体が離岸

堤に衝突し、搭乗者が負傷した。 

浮体に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年８月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ MINATO、０.１トン 

 ２７０－４６８６１山口、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８８kＷ、平成２２年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１２年７月１９日 

  免許証交付日 平成２３年７月２１日 

         （平成２８年７月２０日まで有効） 

搭乗者 男性 ２２歳 

 死傷者等 重傷 １人（搭乗者） 

 損傷 本船 なし 

被引浮体 トーイングロープの切断、浮体カバーに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時、潮高 約２５０cm（大畠） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、搭乗者を乗せたビスケットと称す

る浮体（以下「本件浮体」という。）を直径約１２mm、長さ約１５ｍ

のトーイングロープでえい
．．

航し、久賀西離岸堤（１）と‘久賀西離岸

堤（２）’（以下「本件離岸堤」という。）の間の水路（以下「本件水

路」という。）を通過して本件離岸堤の沖へ出た。 

船長は、最初に左舵を取ってから緩やかに右旋回を始め、円を描く
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ように本件浮体をえい
．．

航しながら遊走した後、出発地点に戻ることと

し、左転して本件水路へ向けて南西進した。 

搭乗者は、平成２６年７月２０日１６時１５分ごろ、本件浮体が本

件離岸堤西端に衝突した際、その衝撃で本件浮体から本件離岸堤の消

波ブロックの上に転落した。 

船長は、本船が本件水路を通過した後、出発地点の砂浜にいた家族

や友人が、本船に向かって叫んでいることに気付いて後方を振り返

り、初めて本件浮体が本件離岸堤西端に衝突したことに気付いた。 

船長は、直ちに本件離岸堤まで引き返して搭乗者の救助に向かい、

砂浜にいた船長の家族が、携帯電話で救急車を要請した。 

搭乗者は、本件離岸堤の消波ブロックの上にいたところ、船長及び

海上保安官によって救助された後、救急車で病院に搬送され、左大腿

骨及び坐骨骨折、右肩鎖関節脱臼と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本件離岸堤は、周囲を消波ブロックに囲まれていた。 

本件水路の幅は、約３０ｍであった。 

本件浮体は、外径約１.１ｍ、内径約６０cm の円環状の空気室の上

面の左右にハンドルを一つずつ設け、円環内部の底をビニールシート

で塞いだ形状で、搭乗者が、円環内部に腰部を入れて両足先を前方に

出して座り、両手でハンドルを握った姿勢でえい
．．

航されるものであっ

た。 

船長は、本件浮体をえい
．．

航する前にトーイングロープの点検を行

い、損傷がないことを確認していた。 

船長は、本件浮体をえい
．．

航中、時々、後方を振り返って本件浮体の

状況を見ていたが、出発地点に戻ろうとするときは、本件浮体をよく

見ていなかった。 

船長及び搭乗者は、いずれも本事故当時、本件浮体が衝突した衝撃

を感じず、本事故後に初めてトーイングロープが切断していることに

気付いた。 

船長は、本事故後、出発時に本件水路を通過したときに比べ、戻る

ときには本件水路の中央より本件離岸堤寄りを、水路を斜航する態勢

で通過したかもしれないと思った。 

搭乗者は、本事故当時、初めて被引浮体に搭乗した。 

 船長及び搭乗者は、いずれも、ラッシュガード及びハーフパンツを

着用し、その上に救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、久賀港において、本件水路を南西進中、本件浮体が本船の



- 3 - 

正船尾方から左方に外れたところでえい
．．

航され、本件離岸堤の方に寄

せられたことから、本件浮体が本件離岸堤に衝突し、搭乗者が負傷し

たものと考えられる。 

本船が、本件離岸堤沖で円を描くように緩やかに右旋回したことか

ら、本件水路に向け左転した際、本件浮体が惰力により本船の正船尾

方から左方に外れたところでえい
．．

航される状態となったものと考えら

れる。 

本件浮体は、本船の正船尾方から左方に外れたところでえい
．．

航され

る状態となったこと及び本船が本件水路の中心線より本件離岸堤寄り

を、水路を斜航する態勢で通過したことから、本件離岸堤の方に寄せ

られたものと考えられる。 

えい
．．

航に使用していたトーイングロープが切断したのは、本件離岸

堤の消波ブロックに接触したことによる可能性があると考えられる

が、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、久賀港において、本件水路を南西進中、本件浮

体が本船の正船尾方から左方に外れたところでえい
．．

航され、本件離岸

堤の方に寄せられたため、本件浮体が本件離岸堤に衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浮体をえい
．．

航して障害物付近を通過する場合、自船と浮体が直線

上に並んだ態勢とすること。 

・浮体をえい
．．

航して遊走する場合、周囲に障害物が存在しない広い

海域でえい
．．

航することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 


